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(57)【要約】
　本発明は、有機ＥＬパネルを交換可能であって、回路
基板を実装した有機ＥＬパネルを備え、従来に比べて薄
くできる照明装置を提供する。
　有機ＥＬパネルを取付部材に対して着脱可能であって
、有機ＥＬパネルは、パネル本体と、固定部材を有し、
パネル本体は、正面側に発光面を有し、背面側に回路基
板を有し、固定部材は、本体部と、隆起部を有し、隆起
部は、有機ＥＬパネルの背面側に配され、本体部に対し
て回路基板を避けるように隆起して回路基板の一部又は
全部を保護しており、隆起部は、隆起方向に対して交差
する方向に突出した隆起側係合部を備え、取付部材は、
取付側本体部と、取付側係合部を有し、取付側係合部は
、取付側本体部から延びて取付側本体部に対して段差を
形成しており、有機ＥＬパネルを取付部材に取り付ける
際には、隆起側係合部と取付側係合部を係合させる構成
とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機ＥＬパネルと、壁面に対して前記有機ＥＬパネルを取り付ける取付部材を備え、前
記有機ＥＬパネルを前記取付部材に対して着脱可能な照明装置であって、
　前記有機ＥＬパネルは、パネル本体と、固定部材を有し、
　前記パネル本体は、正面側に発光面を有し、背面側に回路基板を有するものであり、
　前記固定部材は、本体部と、隆起部を有し、
　前記隆起部は、前記有機ＥＬパネルの背面側に配され、前記本体部に対して前記回路基
板を避けるように隆起して前記回路基板の一部又は全部を保護しており、
　前記隆起部は、隆起方向に対して交差する方向に突出した隆起側係合部を備え、
　前記取付部材は、取付側本体部と、取付側係合部を有し、
　前記取付側係合部は、前記取付側本体部から延びて前記取付側本体部に対して段差を形
成しており、
　前記有機ＥＬパネルを前記取付部材に取り付ける際には、前記隆起側係合部と前記取付
側係合部を係合させることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記隆起部は、隆起方向に対して交差する方向に突出した隆起側係合部を少なくとも２
つ備え、
　前記２つの隆起側係合部は、互いに離反する方向に突出するものであり、
　前記取付部材は、少なくとも２つの取付側係合部を有し、
　前記２つの取付側係合部は、前記取付側本体部に対して段差をもち、互いに近接する方
向に延びており、
　前記有機ＥＬパネルを前記取付部材に取り付ける際には、前記隆起部を前記２つの取付
側係合部の間に配した状態で、前記有機ＥＬパネルを前記取付部材に対して相対的に前記
発光面の広がり方向にスライド移動させて、前記２つの隆起側係合部と前記２つの取付側
係合部を係合させることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記取付部材は、取付側本体部と、少なくとも２つの取付側係合部を有し、
　前記２つの取付側係合部のうち、一方の取付側係合部は、前記取付側本体部から延びて
一方の主面側で段差を形成しており、他方の取付側係合部は、前記取付側本体部から延び
て他方の主面側で段差を形成しており、
　前記取付部材は、前記有機ＥＬパネルの前記隆起側係合部を前記一方の取付側係合部に
係合させることで、前記有機ＥＬパネルを前記取付側本体部の一方の主面側に固定可能で
あり、前記有機ＥＬパネルの前記隆起側係合部を前記他方の取付側係合部に係合させるこ
とで、前記有機ＥＬパネルを前記取付側本体部の他方の主面側に固定可能であることを特
徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記隆起部は、第１隆起部と、第２隆起部を有し、
　前記第１隆起部は、前記第２隆起部と段状に連続しており、
　前記隆起部は、前記第１隆起部と前記第２隆起部との境界部分にスライド溝を有し、
　前記２つの隆起側係合部は、前記第２隆起部から前記スライド溝側に張り出しており、
　前記有機ＥＬパネルを前記取付部材に取り付ける際には、前記取付側係合部は、その一
部が前記スライド溝に配されて前記スライド溝に沿って移動することを特徴とする請求項
２に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記有機ＥＬパネルを前記取付側本体部の一方の主面側に固定する際には、前記有機Ｅ
Ｌパネルを前記取付部材に対して相対的に前記発光面の広がり方向にスライド移動させて
、前記隆起側係合部と前記一方の取付側係合部を係合させるものであることを特徴とする
請求項３に記載の照明装置。
【請求項６】
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　前記取付部材は、取付側係止片を有し、
　前記隆起部は、スライド溝を有し、
　前記スライド溝は、前記スライド溝の延び方向に対して交差する方向に延びるパネル側
係止片を有し、
　前記取付側係止片は、前記有機ＥＬパネルの前記パネル側係止片と係合して、前記スラ
イド溝の延び方向への前記有機ＥＬパネルの移動を規制していることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれかに記載の照明装置。
【請求項７】
　前記回路基板は、少なくとも２種類の制御信号を切り替え可能な制御切替部を有し、
　前記隆起部は、切替用貫通孔を有し、
　前記制御切替部は、前記切替用貫通孔から露出しており、前記有機ＥＬパネルの外部か
ら前記２種類の制御信号の切り替え操作が可能であることを特徴とする請求項１乃至６の
いずれかに記載の照明装置。
【請求項８】
　前記隆起部は、隆起方向に対して交差する方向に突出した隆起側係合部を少なくとも２
つ備え、
　前記取付部材は、少なくとも２つの取付側係合部を有し、
　前記取付側本体部は、貫通孔を有し、
　前記２つの取付側係合部は、前記貫通孔の開口に沿って設けられ、前記貫通孔の開口を
平面視したときに、前記貫通孔の開口から内側に向かって延伸しており、
　前記隆起部を前記貫通孔に挿通し、前記２つの取付側係合部が前記２つの隆起側係合部
と係合していることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の照明装置。
【請求項９】
　前記隆起部は、隆起方向に対して交差する方向に突出した隆起側係合部を少なくとも２
つ備え、
　前記２つの隆起側係合部は、前記発光面に対して平行となっていることを特徴とする請
求項１乃至８のいずれかに記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記固定部材は、電気絶縁性を有することを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記
載の照明装置。
【請求項１１】
　前記有機ＥＬパネルは、有機ＥＬ素子を有し、
　前記回路基板は、前記有機ＥＬ素子に電気的に接続されるコネクター部を有し、
　前記隆起部は、コネクター用切り欠き部又はコネクター用貫通孔を有し、
　前記コネクター部は、前記コネクター用切り欠き部又はコネクター用貫通孔の開口を介
して前記隆起部から露出していることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載の
照明装置。
【請求項１２】
　前記取付側本体部は、前記有機ＥＬパネルのスライド移動の方向に対向する２辺を有し
、
　前記取付部材の前記取付側係合部に前記有機ＥＬパネルの前記隆起側係合部を係合させ
た状態で前記有機ＥＬパネルを正面視すると、前記取付側本体部の前記対向する２辺が前
記有機ＥＬパネルと重なっていることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載の
照明装置。
【請求項１３】
　前記取付部材は、前記取付側本体部と、立壁部と、固定壁部を有し、
　前記取付側本体部は、板状であり、
　前記固定壁部は、前記取付側本体部の一方の主面側に設けられ、前記立壁部を介して前
記取付側本体部と段差をもって連続しており、
　前記固定壁部は、前記有機ＥＬパネルを前記取付側本体部の一方の主面側に固定した状
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態において、前記有機ＥＬパネルの発光面側の面と同一の仮想平面を形成していることを
特徴とする請求項１乃至１２のいずれかに記載の照明装置。
【請求項１４】
　パネル本体と固定部材を有した有機ＥＬパネルを壁面に対して着脱可能に取り付ける取
付部材であって、
　前記パネル本体は、正面側に発光面を有し、背面側に回路基板を有するものであり、
　前記固定部材は、板状であって、本体部と、隆起部を有し、
　前記隆起部は、前記有機ＥＬパネルの背面側に配され、前記本体部に対して前記回路基
板を避けるように隆起しており、
　前記隆起部は、隆起方向に対して交差する方向に突出した隆起側係合部を有するもので
あり、
　前記取付部材は、板状の取付側本体部と、少なくとも２つの取付側係合部を有し、
　前記２つの取付側係合部の一方の取付側係合部は、前記取付側本体部から延びて一方の
主面側で段差を形成しており、他方の取付側係合部は、前記取付側本体部から延びて他方
の主面側で段差を形成しており、
　前記有機ＥＬパネルの前記隆起側係合部を前記一方の取付側係合部に係合させることで
、前記有機ＥＬパネルを前記取付側本体部の一方の主面側に固定可能であり、前記有機Ｅ
Ｌパネルの前記隆起側係合部を前記他方の取付側係合部に係合させることで、前記有機Ｅ
Ｌパネルを前記取付側本体部の他方の主面側に固定可能であることを特徴とする取付部材
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬパネルを備え、壁面に取り付けられる照明装置に関する。また、有
機ＥＬパネルを壁面に取りつけるための取付部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬパネルは、面発光であり、照らす範囲が広いことから、従来から照明装置とし
ての使用されている。この有機ＥＬパネルは、一般的に、ガラス基板等の基材上に有機Ｅ
Ｌ素子を積層し、有機ＥＬ素子を封止する封止構造及び有機ＥＬ素子へ給電する給電構造
を備えたものである。また、有機ＥＬ素子は、一方又は双方が透光性を有する２つの電極
を対向させ、この電極の間に有機化合物を含む発光層を積層したものである。
【０００３】
　ところで、有機ＥＬパネルを用いた照明装置は、メンテナンス等を行う場合、使用済み
の有機ＥＬパネルを新品の有機ＥＬパネルに交換する場合がある。このような場合、簡単
に有機ＥＬパネルを交換できることが好ましい。そこで、特許文献１には、使用済みの照
明部を新品の照明部に交換できる構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１４９９７２号公報
【特許文献２】特開２００７－２５０３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、有機ＥＬパネルに回路基板を実装させて、色温度を調整する調色制御や明るさを
調整する調光制御が実施可能な照明装置が開発されている。このような回路基板を背面側
に実装した有機ＥＬパネルは、回路基板が圧迫等されないように、回路基板よりも背面側
に取付部を形成する必要がある。そのため、回路基板の厚み分厚くなり、薄いという有機
ＥＬパネルの特長が損なわれてしまうという問題があった。



(5) JP WO2017/187819 A1 2017.11.2

10

20

30

40

50

【０００６】
　そこで、本発明は、有機ＥＬパネルを交換可能であって、回路基板を実装した有機ＥＬ
パネルを備え、従来に比べて薄くできる照明装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記した課題を解決するため本発明の一つの様相は、有機ＥＬパネルと、壁面に対して
前記有機ＥＬパネルを取り付ける取付部材を備え、前記有機ＥＬパネルを前記取付部材に
対して着脱可能な照明装置であって、前記有機ＥＬパネルは、パネル本体と、固定部材を
有し、前記パネル本体は、正面側に発光面を有し、背面側に回路基板を有するものであり
、前記固定部材は、本体部と、隆起部を有し、前記隆起部は、前記有機ＥＬパネルの背面
側に配され、前記本体部に対して前記回路基板を避けるように隆起して前記回路基板の一
部又は全部を保護しており、前記隆起部は、隆起方向に対して交差する方向に突出した隆
起側係合部を備え、前記取付部材は、取付側本体部と、取付側係合部を有し、前記取付側
係合部は、前記取付側本体部から延びて前記取付側本体部に対して段差を形成しており、
前記有機ＥＬパネルを前記取付部材に取り付ける際には、前記隆起側係合部と前記取付側
係合部を係合させる照明装置である。
【０００８】
　ここでいう「壁面」とは、固定構造物や物品等の壁面を表し、例えば、天井、壁、床、
机等の外面を構成する壁面をいう。
【０００９】
　本様相によれば、回路基板を避けるように隆起部が隆起し、隆起部が回路基板を保護し
ているので、回路基板が押圧等の外的要因によって破損しにくい。本様相によれば、回路
基板を保護する隆起部に設けられた隆起側係合部を取付側係合部に係合させることで取り
付け可能であるため、従来に比べて照明装置の厚みを薄くできる。
【００１０】
　ここで、特許文献１に記載の照明器具は、使用済み照明部を交換する際に、拡散カバー
を固定するボルトをドライバー等で緩めた後に、使用済み照明部を取り外して、新品の照
明部に交換する。そして、交換後には、再度ドライバーでボルトを締めて組み立てなけれ
ばならない。そのため、照明部の交換作業が煩わしいという問題があった。
【００１１】
　そこで、容易に有機ＥＬパネルの交換を可能とするべく、導き出された好ましい様相は
、前記隆起部は、隆起方向に対して交差する方向に突出した隆起側係合部を少なくとも２
つ備え、前記２つの隆起側係合部は、互いに離反する方向に突出するものであり、前記取
付部材は、少なくとも２つの取付側係合部を有し、前記２つの取付側係合部は、前記取付
側本体部に対して段差をもち、互いに近接する方向に延びており、前記有機ＥＬパネルを
前記取付部材に取り付ける際には、前記隆起部を前記２つの取付側係合部の間に配した状
態で、前記有機ＥＬパネルを前記取付部材に対して相対的に前記発光面の広がり方向にス
ライド移動させて、前記２つの隆起側係合部と前記２つの取付側係合部を係合させること
である。
【００１２】
　本様相によれば、ドライバー等の治具でネジ等の締結要素を取り付けなくても、有機Ｅ
Ｌパネルを取付部材に取り付けることができる。
【００１３】
　ところで、照明装置の設置は、実質的に凹凸のない壁面に設置する場合だけではなく、
ダクトレール等のような開口を備えた壁面に設置する場合がある（例えば、特許文献２）
。このような場合、設置する壁面の種類に合わせて、別途有機ＥＬパネルを壁面に設置す
る取付部材を形成して使用されていた。そのため、複数の金型が必要となり、取付部材の
製造コストが嵩むという問題があった。
【００１４】
　そこで、有機ＥＬパネルを取り付ける取付部材が複数種類の壁面や壁面環境に対応可能
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とするべく、導き出された好ましい様相は、前記取付部材は、取付側本体部と、少なくと
も２つの取付側係合部を有し、前記２つの取付側係合部のうち、一方の取付側係合部は、
前記取付側本体部から延びて一方の主面側で段差を形成しており、他方の取付側係合部は
、前記取付側本体部から延びて他方の主面側で段差を形成しており、前記取付部材は、前
記有機ＥＬパネルの前記隆起側係合部を前記一方の取付側係合部に係合させることで、前
記有機ＥＬパネルを前記取付側本体部の一方の主面側に固定可能であり、前記有機ＥＬパ
ネルの前記隆起側係合部を前記他方の取付側係合部に係合させることで、前記有機ＥＬパ
ネルを前記取付側本体部の他方の主面側に固定可能であることである。
【００１５】
　本様相によれば、取付部材は、有機ＥＬパネルの隆起部に設けられた隆起側係合部を一
方の取付側係合部に係合させることで、有機ＥＬパネルを本体部の一方の主面側に固定可
能であり、有機ＥＬパネルの隆起部に設けられた隆起側係合部を他方の取付側係合部に係
合させることで、有機ＥＬパネルを本体部の他方の主面側に固定可能である。すなわち、
本様相によれば、有機ＥＬパネルを取付部材の両主面側のいずれにも取り付け可能である
ので、一つの取付部材で２つの設置環境に対応できる。そのため、例えば、取付部材の一
方の主面側を、開口部がない壁面に合わせた形状とし、取付部材の他方の主面側を、開口
部がある壁面に合わせた形状とすることによって、開口部の有無にかかわらず、両方の壁
面に対応させることができる。それ故に、各壁面に合わせて取付部材を形成する必要がな
くなり、従来に比べて製造コストを低減できる。
　また、本様相によれば、適宜、開口部を備えない壁面と開口部を備える壁面の両方の壁
面に対応できるので、有機ＥＬパネルを取り付ける壁面に合わせて施工現場で取付部材を
選択する必要がなく、従来に比べて施工性に優れている。
　このように、本様相によれば、複数種類の壁面や壁面環境に対応可能であり、設置する
壁面の環境に合わせて設置可能であるから、環境適応性に優れている。
【００１６】
　好ましい様相は、前記隆起部は、第１隆起部と、第２隆起部を有し、前記第１隆起部は
、前記第２隆起部と段状に連続しており、前記隆起部は、前記第１隆起部と前記第２隆起
部との境界部分にスライド溝を有し、前記２つの隆起側係合部は、前記第２隆起部から前
記スライド溝側に張り出しており、前記有機ＥＬパネルを前記取付部材に取り付ける際に
は、前記取付側係合部は、その一部が前記スライド溝に配されて前記スライド溝に沿って
移動することである。
【００１７】
　本様相によれば、第１隆起部と第２隆起部には段差があり、有機ＥＬパネルを取付部材
に取り付ける際に取付側係合部はその一部がスライド溝に配されてスライド溝に沿って移
動するので、ある程度位置がずれていてもスライド溝に導かれて正規の取り付け位置に合
わせやすい。
【００１８】
　好ましい様相は、前記有機ＥＬパネルを前記取付側本体部の一方の主面側に固定する際
には、前記有機ＥＬパネルを前記取付部材に対して相対的に前記発光面の広がり方向にス
ライド移動させて、前記隆起側係合部と前記一方の取付側係合部を係合させることである
。
【００１９】
　本様相によれば、有機ＥＬパネルの発光面に対して直交する方向に力が加わっても隆起
側係合部と一方の取付側係合部を係合が解除されにくい。
【００２０】
　好ましい様相は、前記取付部材は、取付側係止片を有し、前記隆起部は、スライド溝を
有し、前記スライド溝は、前記スライド溝の延び方向に対して交差する方向に延びるパネ
ル側係止片を有し、前記取付側係止片は、前記有機ＥＬパネルの前記パネル側係止片と係
合して、前記スライド溝の延び方向への前記有機ＥＬパネルの移動を規制していることで
ある。
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【００２１】
　本様相によれば、有機ＥＬパネルを取付部材に取り付けた状態から有機ＥＬパネルが位
置ズレしにくく、重力等によって有機ＥＬパネルが外れにくい。
【００２２】
　好ましい様相は、前記回路基板は、少なくとも２種類の制御信号を切り替え可能な制御
切替部を有し、前記隆起部は、切替用貫通孔を有し、前記制御切替部は、前記切替用貫通
孔から露出しており、前記有機ＥＬパネルの外部から前記２種類の制御信号の切り替え操
作が可能であることである。
【００２３】
　本様相によれば、有機ＥＬパネルの外部から少なくとも２種類の制御信号の切り替え操
作が可能であるので、１種類の有機ＥＬパネルで複数の制御信号に対応できる。
【００２４】
　好ましい様相は、前記隆起部は、隆起方向に対して交差する方向に突出した隆起側係合
部を少なくとも２つ備え、前記取付部材は、少なくとも２つの取付側係合部を有し、記取
付側本体部は、貫通孔を有し、前記２つの取付側係合部は、前記貫通孔の開口に沿って設
けられ、前記貫通孔の開口を平面視したときに、前記貫通孔の開口から内側に向かって延
伸しており、前記隆起部を前記貫通孔に挿通し、前記２つの取付側係合部が前記２つの隆
起側係合部と係合していることである。
【００２５】
　本様相によれば、隆起部が貫通孔内に嵌まった状態で２つの取付側係合部が２つの隆起
側係合部と係合しているので、壁面からの有機ＥＬパネルの張り出し長さ（厚み）をより
小さくできる。そのため、有機ＥＬパネルの薄いという特長をより活かすことができる。
【００２６】
　好ましい様相は、前記隆起部は、隆起方向に対して交差する方向に突出した隆起側係合
部を少なくとも２つ備え、前記２つの隆起側係合部は、前記発光面に対して平行となって
いることである。
【００２７】
　本様相によれば、有機ＥＬパネルが厚み方向に傾きにくい。
【００２８】
　好ましい様相は、前記固定部材は、電気絶縁性を有することである。
【００２９】
　ここでいう「電気絶縁性」とは、電気抵抗率が１Ω・ｃｍ以上であることをいう。
【００３０】
　本様相によれば、回路基板が電気絶縁性をもつ隆起部によって覆われて保護されるので
、電気的な安全性が高い。
【００３１】
　上記した様相は、前記有機ＥＬパネルは、有機ＥＬ素子を有し、前記回路基板は、コネ
クター部と、定電流化素子を有し、前記コネクター部は、前記有機ＥＬ素子と前記定電流
化素子を介して電気的に接続されていてもよい。
【００３２】
　この様相によれば、有機ＥＬ素子に定電流を流すことができる。
【００３３】
　上記した様相は、前記有機ＥＬパネルは、有機ＥＬ素子を有し、前記回路基板は、少な
くとも２つのコネクター部を有し、前記２つのコネクター部は、それぞれ前記有機ＥＬ素
子と独立して電気的に接続されており、さらに前記２つのコネクター部は、前記有機ＥＬ
素子を迂回して電気的に接続されていてもよい。
【００３４】
　この様相によれば、いずれのコネクター部にケーブル等を接続しても有機ＥＬ素子に給
電できる。この様相によれば、例えば、一方のコネクター部に外部コネクターを接続し、
他のコネクター部に他の有機ＥＬパネルのコネクター部に繋がるケーブル等を接続したと
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きに、自己の有機ＥＬパネルを他の有機ＥＬパネルに給電等を行う接続ケーブルとして使
用できる。
【００３５】
　好ましい様相は、前記有機ＥＬパネルは、有機ＥＬ素子を有し、前記回路基板は、前記
有機ＥＬ素子に電気的に接続されるコネクター部を有し、前記隆起部は、コネクター用切
り欠き部又はコネクター用貫通孔を有し、前記コネクター部は、前記コネクター用切り欠
き部又はコネクター用貫通孔の開口を介して前記隆起部から露出していることである。
【００３６】
　上記した様相は、前記隆起部は、コネクター用切り欠き部又はコネクター用貫通孔を有
し、前記２つのコネクター部は、前記コネクター用切り欠き部又はコネクター用貫通孔の
開口を介して前記隆起部から露出していてもよい。
【００３７】
　上記した様相によれば、各コネクター部にケーブル等を接続しやすい。
【００３８】
　上記した様相は、前記有機ＥＬパネルは、正面視したときに、点灯時に発光する発光領
域部と、前記発光領域部の周囲を囲む額縁領域部を有し、前記取付部材は、前記隆起部を
挿入可能な開口部を有し、前記有機ＥＬパネルの前記スライド移動の方向における、前記
有機ＥＬパネルの長さをＷ（ｍｍ）、額縁領域部のそれぞれの長さをｗ（ｍｍ）、及び前
記開口部の長さをＰ（ｍｍ）とすると、下記の数式（１）を満たしてもよい。
　　　　　－１０＜Ｗ－２ｗ－Ｐ＜１０・・・（１）
【００３９】
　この様相によれば、発光領域部の長さ（Ｗ－２ｗ）と開口部Ｐの差が±１０ｍｍ以下で
あるので、空間的な無駄が少なくスタイリッシュな照明装置となる。
【００４０】
　好ましい様相は、前記取付側本体部は、前記有機ＥＬパネルのスライド移動の方向に対
向する２辺を有し、前記取付部材の前記取付側係合部に前記有機ＥＬパネルの前記隆起側
係合部を係合させた状態で前記有機ＥＬパネルを正面視すると、前記取付側本体部の前記
対向する２辺が前記有機ＥＬパネルと重なっていることである。
【００４１】
　本様相によれば、正面視したときに、本体部の対向する２辺が有機ＥＬパネルによって
隠されるので、取付部材が使用者から見えにくく、意匠性が良い。
【００４２】
　好ましい様相は、前記取付部材は、前記取付側本体部と、立壁部と、固定壁部を有し、
前記取付側本体部は、板状であり、前記固定壁部は、前記取付側本体部の一方の主面側に
設けられ、前記立壁部を介して前記取付側本体部と段差をもって連続しており、前記固定
壁部は、前記有機ＥＬパネルを前記取付側本体部の一方の主面側に固定した状態において
、前記有機ＥＬパネルの発光面側の面と同一の仮想平面を形成していることである。
【００４３】
　本様相によれば、有機ＥＬパネルの発光面側の面が取付部材の固定壁部から張り出さず
、意匠性が良い。
【００４４】
　本発明の一つの様相は、パネル本体と固定部材を有した有機ＥＬパネルを壁面に対して
着脱可能に取り付ける取付部材であって、前記パネル本体は、正面側に発光面を有し、背
面側に回路基板を有するものであり、前記固定部材は、板状であって、本体部と、隆起部
を有し、前記隆起部は、前記有機ＥＬパネルの背面側に配され、前記本体部に対して前記
回路基板を避けるように隆起しており、前記隆起部は、隆起方向に対して交差する方向に
突出した隆起側係合部を有するものであり、前記取付部材は、板状の取付側本体部と、少
なくとも２つの取付側係合部を有し、前記２つの取付側係合部の一方の取付側係合部は、
前記取付側本体部から延びて一方の主面側で段差を形成しており、他方の取付側係合部は
、前記取付側本体部から延びて他方の主面側で段差を形成しており、前記有機ＥＬパネル
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の前記隆起側係合部を前記一方の取付側係合部に係合させることで、前記有機ＥＬパネル
を前記取付側本体部の一方の主面側に固定可能であり、前記有機ＥＬパネルの前記隆起側
係合部を前記他方の取付側係合部に係合させることで、前記有機ＥＬパネルを前記取付側
本体部の他方の主面側に固定可能である取付部材である。
【００４５】
　本様相によれば、有機ＥＬパネルを取付部材の両主面側に取り付け可能であるので、一
つの取付部材で２つの設置環境に対応できる。そのため、例えば、取付部材の一方の主面
側を開口部を備えない壁面に合わせた形状とし、取付部材の他方の主面側を開口部を備え
る壁面に合わせた形状とすることによって、両方の壁面に対応できる。それ故に、各壁面
に合わせて取付部材を形成する必要がなくなり、従来に比べて製造コストを低減できる。
　本様相によれば、適宜開口部を備えない壁面と開口部を備える壁面の両方の壁面に対応
できるので、有機ＥＬパネルを取り付ける壁面に合わせて施工現場で取付部材を選択する
必要がなく、従来に比べて施工性に優れている。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明によれば、有機ＥＬパネルを交換可能であって、回路基板を実装した有機ＥＬパ
ネルを備え、従来に比べて薄くできる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の照明装置の利用例を模式的に示した斜視図である。
【図２】図１の照明装置の分解斜視図である。
【図３】図２の有機ＥＬモジュールの分解斜視図である。
【図４】図３の有機ＥＬパネルの分解斜視図である。
【図５】図３の有機ＥＬパネルを背面側からみた分解斜視図である。
【図６】図３の有機ＥＬパネルを背面側からみた斜視図であり、固定部材を省略した図で
ある。
【図７】図４のパネル本体の正面図である。
【図８】図５の回路基板の電気回路を模式的に示したブロック図である。
【図９】図４の固定部材の背面図である。
【図１０】図４の固定部材の背面側からみた斜視図である。
【図１１】図３の固定部材の要部拡大図である。
【図１２】図３の有機ＥＬパネルの断面斜視図である。
【図１３】図３の装飾部材の分解斜視図である。
【図１４】図１３のフレーム部の正面図である。
【図１５】図２の装飾部を背面側からみた斜視図である。
【図１６】図２の取付部材の分解斜視図である。
【図１７】図１６のホルダー部材の正面図である。
【図１８】壁面に取付ユニットを取り付ける際の状況を表す斜視図である。
【図１９】取付ユニットに有機ＥＬパネルを取り付ける際の状況を表す斜視図である。
【図２０】図１９の要部の関係に注目した説明図であり、（ａ）は要部を背面側からみた
斜視図であり、（ｂ）は要部の断面図であり、（ｃ）は（ｂ）とは異なる要部の断面図で
ある。
【図２１】取付ユニットにフレーム部を取り付ける際の状況を表す斜視図である。
【図２２】フレーム部に装飾部を取り付ける際の状況を表す斜視図である。
【図２３】本発明の第２実施形態の照明装置を表す分解斜視図である。
【図２４】図２３の照明装置を別の角度からみた斜視図である。
【図２５】図２３の照明装置を壁面に取り付ける際の状況を表す説明図であり、（ａ）は
壁面に取り付ける状況を表す斜視図であり、（ｂ）は有機ＥＬパネルをホルダー部材に取
り付ける状況を表す斜視図である。
【図２６】図２３の照明装置の要部の関係に注目した説明図であり、要部の断面図である
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。
【図２７】本発明の第３実施形態の照明装置の斜視図である。
【図２８】図２７の照明装置を別の角度からみた斜視図である。
【図２９】本発明の照明装置の利用例を模式的に示した斜視図である。
【図３０】図２９の照明装置の分解斜視図である。
【図３１】図２９の照明装置を別の角度からみた斜視図である。
【図３２】図２９のホルダー部材の正面図である。
【図３３】図２９の照明装置を壁面に取り付ける際の状況を表す説明図であり、（ａ）は
壁面に取り付ける状況を表す斜視図であり、（ｂ）は有機ＥＬパネルをホルダー部材に取
り付ける状況を表す斜視図である。
【図３４】図２９の要部の関係に注目した説明図であり、（ａ）は要部の断面図であり、
（ｂ）は（ａ）とは異なる要部の断面図である。
【図３５】図３１のＴ領域に注目した一部破断斜視図である。
【図３６】図２９の照明装置を図３３とは別の壁面に取り付けた場合の斜視図である。
【図３７】図３６の照明装置を別の角度からみた斜視図である。
【図３８】図２９の照明装置を図３３とは別の壁面に取り付ける際の状況を表す説明図で
あり、（ａ）はホルダー部材を壁面に取り付ける状況を表す斜視図であり、（ｂ）は有機
ＥＬパネルをホルダー部材に取り付ける状況を表す斜視図である。
【図３９】図３６の照明装置の要部の関係に注目した説明図であり、要部の断面図である
。
【図４０】本発明の他の実施形態の使用例を表す斜視図である。
【図４１】本発明の他の実施形態の使用例を表す斜視図である。
【図４２】本発明の他の実施形態の要部を表す斜視図である。
【図４３】本発明の他の実施形態の使用例を表す斜視図であり、（ａ）は壁面に対して取
り付ける際の図であり、（ｂ）は化粧板に照明装置を取り付ける際の図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、以下の説明において、特に断
りのない限り、図１の姿勢を基準とする。
【００４９】
　本発明の第１実施形態の照明装置１は、図１，図２から読み取れるように、床面に対し
て直立した壁面３００の開口部３０１に取り付けられるものである。
　本実施形態の照明装置１は、図２のように、有機ＥＬモジュール２と、取付ユニット３
を備えており、取付ユニット３が壁面３００に取り付けられた状態で有機ＥＬモジュール
２を相対的にスライド移動させることで、有機ＥＬモジュール２と取付ユニット３を互い
に着脱可能となっている。
【００５０】
　有機ＥＬモジュール２は、図３のように、有機ＥＬパネル５と、装飾部材６と、ケーブ
ル部材７を有し、ケーブル部材７から有機ＥＬパネル５に給電することで有機ＥＬパネル
５から所望の光を照射可能な照明モジュールである。
【００５１】
　有機ＥＬパネル５は、図３から読み取れるように、正面視四角形状の板状パネルであり
、矩形状の発光面１６を有した発光パネルである。有機ＥＬパネル５は、図４のように、
パネル本体１０と、回路基板１１と、保護部材１２と、固定部材１５を備えている。
【００５２】
　パネル本体１０は、有機ＥＬ素子を内蔵した有機ＥＬ装置であり、通電することによっ
て有機ＥＬ素子が発光可能となっている。この有機ＥＬ素子は、対向する２つの電極層で
有機化合物層を含む有機発光層を挟んだものである。
【００５３】
　パネル本体１０は、図７のように、正面視したときに、中央部分に発光領域部２０が形
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成され、発光領域部２０の周囲を囲むように額縁領域部２１が形成されている。
　発光領域部２０は、点灯時に発光する発光領域であり、所望の発光色で発光可能となっ
ている。額縁領域部２１は、発光領域部２０以外の領域であって、点灯時に非発光の非発
光領域である。額縁領域部２１は、発光領域部２０の周囲を環状に連続している。
【００５４】
　パネル本体１０は、図５，図６から読み取れるように、その背面にパネル側給電部２２
が設けられている。
　パネル側給電部２２は、パネル本体１０の内部の有機ＥＬ素子と電気的に接続される部
位であり、パネル本体１０の端部近傍から舌状に延びている。すなわち、パネル側給電部
２２は、パネル本体１０の縁近傍から片持ち状に支持されており、その先端部にパネル側
コネクター部２３を備えている。
【００５５】
　パネル側コネクター部２３は、図６のように、有機ＥＬパネル５を組み立てたときに、
回路基板１１のパネル用コネクター部３３と接続し、パネル本体１０の有機ＥＬ素子を回
路基板１１に電気的に接続するコネクターである。具体的には、パネル側コネクター部２
３は、オスコネクターであり、回路基板１１のパネル用コネクター部３３に挿入可能とな
っている。
【００５６】
　回路基板１１は、パネル本体１０の有機ＥＬ素子に対して調光等の制御を行う制御基板
である。回路基板１１は、図６のように、板状の支持基板３０上に、主要構成部材として
、接続用コネクター部３１，３２と、パネル用コネクター部３３と、定電流化素子３５と
、制御切替部３６が実装されたものである。
【００５７】
　支持基板３０は、プリント基板であり、図示しないプリント配線が形成されている。
　接続用コネクター部３１，３２は、ケーブル部材７のコネクター部２６０と接続可能な
コネクターであり、ケーブル部材７のコネクター部２６０（図３参照）と接続することで
外部から複数種類の制御信号を受信可能であるとともに外部から電力を受電可能となって
いる。具体的には、接続用コネクター部３１，３２は、ともに同一形状をしたメスコネク
ターであり、いずれにもケーブル部材７のコネクター部２６０と接続可能となっている。
【００５８】
　接続用コネクター部３１，３２は、少なくとも正及び負の２つの電源用のコモン端子を
有している。本実施形態の接続用コネクター部３１，３２は、正側コモン端子と負側コモ
ン端子に加えて、２つの信号用のコモン端子を備えている。接続用コネクター部３１の各
種のコモン端子と、対応する接続用コネクター部３２の各種のコモン端子は、それぞれ短
絡している。
　別の観点からみると、回路基板１１は、図８のように、接続用コネクター部３１，３２
からパネル用コネクター部３３に繋がる接続回路と、パネル用コネクター部３３に繋がら
ずに接続用コネクター部３１，３２を直接接続する迂回回路を備えており、これらの回路
が互いに独立している。
【００５９】
　パネル用コネクター部３３は、パネル本体１０に対して給電する給電コネクターである
。具体的には、パネル用コネクター部３３は、図６のようにメスコネクターであり、パネ
ル側コネクター部２３を挿入可能となっている。
【００６０】
　定電流化素子３５は、パネル本体１０の有機ＥＬ素子側に対して定電流が給電されるよ
うに制御する制御素子である。すなわち、回路基板１１は、定電流化素子３５を介してパ
ネル本体１０に定電流を供給可能となっている。
【００６１】
　制御切替部３６は、接続用コネクター部３１又は接続用コネクター部３２から入力され
た複数種類の制御信号を選択し切り替えるスイッチである。本実施形態の制御切替部３６
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は、２種類の制御信号を切り替え可能となっている。
【００６２】
　ここで、回路基板１１の各部位の位置関係及び接続関係について説明する。
　回路基板１１は、図６のように、支持基板３０の片面上に接続用コネクター部３１，３
２、パネル用コネクター部３３、定電流化素子３５、及び制御切替部３６がそれぞれ実装
されている。
　接続用コネクター部３１，３２は、支持基板３０の端部又はその近傍であって一辺に沿
って並設されている。パネル用コネクター部３３は、支持基板３０の端部又はその近傍で
あって接続用コネクター部３１，３２とは反対側に配されている。コネクター部３１，３
２，３３は、支持基板３０を平面視したときに、それぞれの開口がいずれも外側を向いて
おり、接続用コネクター部３１，３２の開口と、パネル用コネクター部３３の開口は、互
いに離反する方向を向いている。
　パネル用コネクター部３３は、図８のように定電流化素子３５及び制御切替部３６を経
由して、接続用コネクター部３１，３２と電気的に接続されている。また、接続用コネク
ター部３１，３２は、パネル用コネクター部３３を経由せずに電気的に接続されている。
【００６３】
　保護部材１２は、図５のように、パネル本体１０の周端部及びその近傍を保護する保護
ケースであり、電気絶縁性を有した絶縁ケースである。保護部材１２の電気抵抗率は、１
Ωｃｍ以上であることが好ましく、１０6Ωｃｍ以上であることがより好ましい。
【００６４】
　保護部材１２は、図５のように発光側覆部５０と、端面側覆部５１と、保護側固定片５
２から構成されている。
　発光側覆部５０は、図４のように、パネル本体１０の正面（発光面１６側）の一部を覆
う部位であり、本実施形態ではパネル本体１０の額縁領域部２１を覆う部位である。発光
側覆部５０は、発光領域部２０の縁に沿って環状に延びており、一つの開口部４３を形成
している。すなわち、発光領域部２０から照射される光は、開口部４３を通過させて外側
に取り出すことが可能となっている。
【００６５】
　端面側覆部５１は、パネル本体１０の端面の一部又は全部を覆う部位であり、正面視し
たときに発光側覆部５０の外側端部から有機ＥＬパネル５の厚み方向に立設された壁部で
ある。
【００６６】
　保護側固定片５２（５２ａ～５２ｈ）は、図５から読み取れるように、固定部材１５に
対して取り付ける係止片であり、端面側覆部５１の端部（発光側覆部５０と反対側の端部
）から内側に向かって折り曲げられている。
　保護部材１２は、背面視したときに、一方の横辺に沿って保護側固定片５２ａ，５２ｂ
が間隔を空けて並設されており、他方の横辺に沿って保護側固定片５２ｆ，５２ｅが間隔
を空けて並設されている。保護側固定片５２ａ，５２ｂと保護側固定片５２ｆ，５２ｅは
、互いに近接する方向に延びている。同様に、保護部材１２は、一方の縦辺に沿って保護
側固定片５２ｃ，５２ｄが間隔を空けて並設されており、他方の縦辺に沿って保護側固定
片５２ｈ，５２ｇが間隔を空けて並設されている。保護側固定片５２ｃ，５２ｄと保護側
固定片５２ｈ，５２ｇは、互いに近接する方向に延びている。
【００６７】
　固定部材１５は、図４，図５から読み取れるように、保護部材１２とともにパネル本体
１０及び回路基板１１を保護する保護ケースであり、電気絶縁性を有した絶縁ケースであ
る。固定部材１５の電気抵抗率は、１Ωｃｍ以上であることが好ましく、１０6Ωｃｍ以
上であることがより好ましい。
　固定部材１５は、取付ユニット３に固定可能であり、図１０のように、背面側覆部７０
と、端面側覆部７１を備えている。
【００６８】
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　背面側覆部７０は、パネル本体１０及び回路基板１１の背面側を覆う板状の部位である
。背面側覆部７０は、背面視したときに四角形状であって、側面視したときに略中央部位
が背面側に向かって突出した略凸状形状となっている。背面側覆部７０は、図１０のよう
に、本体部７２と、台座部７３（隆起部）を備えている。
【００６９】
　本体部７２は、主にパネル本体１０を保護しつつ支持する部位であり、図９のように、
各辺７６～７９に固定凹部７５（７５ａ～７５ｈ）を備えている。
　固定凹部７５ａ～７５ｈは、保護部材１２の保護側固定片５２ａ～５２ｈ（図５参照）
と係合可能であって、背面視したときに各辺７６～７９から中央に向かって延びた溝状の
凹部である。固定凹部７５ａ～７５ｈは、保護側固定片５２ａ～５２ｈと対応する位置に
設けられている。すなわち、固定凹部７５ａ，７５ｂは、一方の横辺７６に沿って間隔を
空けて並設されており、固定凹部７５ｆ，７５ｅは、他方の横辺７７に沿って間隔を空け
て並設されている。同様に、固定凹部７５ｃ，７５ｄは、一方の縦辺７８に沿って間隔を
空けて並設されており、固定凹部７５ｈ，７５ｇは、他方の縦辺７９に沿って間隔を空け
て並設されている。
【００７０】
　台座部７３は、回路基板１１を格納して保護する部位であり、取付ユニット３に対して
取り付け可能となっている。台座部７３は、背面側覆部７０の他の部分たる本体部７２に
対して段差を構成し、凸状に隆起した隆起部である。台座部７３は、有機ＥＬパネル５を
組み立てたときに、回路基板１１を避けるように背面側に向かって突出している。すなわ
ち、台座部７３は、図４のように正面側からみると、回路基板１１を収納可能な格納凹部
８０が形成されており、格納凹部８０の窪み分、本体部７２から背面側に突出している。
【００７１】
　別の観点からみると、台座部７３は、図１０のように、第１隆起部８１と、第２隆起部
８２を備えており、背面側に向かって本体部７２から段状に隆起している。
　第１隆起部８１は、本体部７２に対して隆起する部位であり、背面視したときに略コ字
状となっている。第１隆起部８１は、図１０のように、第１背面側壁部８５と、第１接続
壁部８６を備えている。
　第１背面側壁部８５は、本体部７２に対して背面側に位置する壁部であり、実質的に凹
凸のない平面状をしている。
　ここでいう「実質的に凹凸がない平面」とは、凹凸によって他の部材と係合しない程度
に凹凸がない面をいい、凹凸によって他の部材と係合しない微細な凹凸がある面も含む。
　第１接続壁部８６は、本体部７２から直立し、本体部７２と第１背面側壁部８５の外周
縁を接続する壁部である。
【００７２】
　第２隆起部８２は、第１隆起部８１に対してさらに隆起する部位であり、背面視したと
きに回路基板１１の大部分又は全部と重畳し、回路基板１１を覆う部位である。第２隆起
部８２は、図１０のように、第２背面側壁部８７と、第２接続壁部８８を備えている。
　第２背面側壁部８７は、第１背面側壁部８５に対して背面側に位置する壁部であり、実
質的に凹凸のない平面状をしている。第２背面側壁部８７は、回路基板１１の制御切替部
３６を挿入可能な切替穴８９を備えている。切替穴８９は、第２背面側壁部８７を部材厚
方向に貫通した切替用貫通孔であり、有機ＥＬパネル５を組み立てたときに、制御切替部
３６を露出させる操作穴である。
　第２接続壁部８８は、第１背面側壁部８５に対して直立し、第１背面側壁部８５と第２
背面側壁部８７の外周縁を接続する壁部である。
【００７３】
　台座部７３は、図１０のように横方向Ｘにおける第１隆起部８１と第２隆起部８２の境
界部分にスライド溝９０，９１を備えている。
　スライド溝９０，９１は、厚み方向に深さをもち、縦方向Ｙに直線状に延びた有底溝で
あり、組み立て時にホルダー側係合部１８２（図１６参照）の移動を規制するガイド溝で
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ある。スライド溝９０，９１は、第１隆起部８１と第２隆起部８２に跨って形成されてお
り、第１隆起部８１と第２隆起部８２のそれぞれの一部を切り欠いている。
【００７４】
　スライド溝９０，９１の底部には、縦方向Ｙの中間部に固定側係止片９２，９３（パネ
ル側係止片）を備えている。
　固定側係止片９２，９３は、組み立てたときに取付ユニット３のホルダー側係止片１８
３，１８４と係合して取付ユニット３に対する有機ＥＬモジュール２の縦方向Ｙの移動を
規制する部位である。固定側係止片９２，９３は、スライド溝９０，９１の底部から背面
側に向かって突出した凸条である。固定側係止片９２，９３は、スライド溝９０，９１の
延び方向に対して直交する方向に延びている。
【００７５】
　台座部７３は、図１０のように、第２接続壁部８８に対して直立した隆起側係合部９５
（９５ａ～９５ｄ）を備えている。
　隆起側係合部９５は、台座部７３の隆起方向に対して直交する方向に突出した係合片で
ある。隆起側係合部９５は、図１１のように、側面視略「Ｌ」字状であって、互いに交差
する第１係合部９６と第２係合部９７を備えており、第１係合部９６と本体部７２との間
に挿入空間９８が形成されている。別の観点からみると、隆起側係合部９５は、第２接続
壁部８８に対して直立してスライド溝９０，９１側に張り出した張出片であり、スライド
溝９０，９１の厚み方向の投影面上に位置している。
【００７６】
　第１係合部９６は、図１１のように、側面視したときに第２背面側壁部８７の縦辺１０
０，１０１に沿って縦方向Ｙに延びた部位であり、背面視したときに、第２背面側壁部８
７と連続し第２接続壁部８８から外側に向かって張り出している。すなわち、第１係合部
９６は、第２背面側壁部８７から軒状に突出した第２背面側壁部８７の延在部であるとも
いえる。
【００７７】
　第２係合部９７は、側面視したときに、第１係合部９６の縦方向Ｙの一方の端部（上側
端部）から部材厚方向に延びた部位であり、背面視したときに第２接続壁部８８から外側
に向かって張り出している。
【００７８】
　隆起側係合部９５ａ，９５ｂは、図１０から読み取れるように、背面視したときに、第
２背面側壁部８７の一方の縦辺１００に沿って設けられており、縦方向Ｙに間隔を空けて
配されている。具体的には、隆起側係合部９５ａは、縦辺１００の上端部近傍に設けられ
ており、隆起側係合部９５ｂは、縦辺１００の下端部近傍に設けられている。
　隆起側係合部９５ｃ，９５ｄは、隆起側係合部９５ａ，９５ｂと同様であり、第２背面
側壁部８７の他方の縦辺１０１に沿って設けられており、縦方向Ｙに間隔を空けて配され
ている。
【００７９】
　隆起側係合部９５ａ，９５ｂは、横方向Ｘにおいて隆起側係合部９５ｃ，９５ｄと対応
する位置に配されている。具体的には、隆起側係合部９５ａ，９５ｂは、図１０から読み
取れるように、背面視右側に向かって延在しており、隆起側係合部９５ｃ，９５ｄは、背
面視左側に向かって延在している。すなわち、隆起側係合部９５ａ，９５ｂと隆起側係合
部９５ｃ，９５ｄは、互いに離反する方向に張り出している。
【００８０】
　台座部７３は、第１隆起部８１の下側端部から縦方向Ｙに延びたコネクター用切り欠き
部１０２を備えている。
　コネクター用切り欠き部１０２は、回路基板１１の接続用コネクター部３１，３２にケ
ーブル部材７のコネクター部２６０又はコネクター部２６１を接続するための切り欠きで
あり、第１隆起部８１と第２隆起部８２に跨った切り欠きである。すなわち、コネクター
用切り欠き部１０２には、コネクター部２６０又はコネクター部２６１を通過可能な開口
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が形成されている。
　端面側覆部７１は、背面側覆部７０の各辺に沿って立ち上がった壁部であり、パネル本
体１０の端面を覆う部位である。
【００８１】
　ここで、有機ＥＬパネル５の各部位の位置関係について説明する。
　有機ＥＬパネル５は、図６，図１２から読み取れるように、パネル本体１０の背面側に
回路基板１１が配されており、パネル側コネクター部２３がパネル用コネクター部３３に
挿入されて接続されている。パネル本体１０と回路基板１１は、保護部材１２と固定部材
１５に挟まれており、保護部材１２の保護側固定片５２は、固定部材１５の固定凹部７５
と係合している。すなわち、回路基板１１の背面は、固定部材１５によって覆われており
、支持基板３０上のコネクター部３１～３３や定電流化素子３５、制御切替部３６等は格
納凹部８０に格納されている。
【００８２】
　接続用コネクター部３１，３２は、コネクター用切り欠き部１０２付近に位置し、その
差込開口が固定部材１５のコネクター用切り欠き部１０２から露出している。そのため、
接続用コネクター部３１，３２は、固定部材１５の背面側からケーブル部材７のコネクタ
ー部２６０又はコネクター部２６１（図３参照）をそれぞれ差込可能となっている。
　回路基板１１の制御切替部３６の操作部分は、固定部材１５の切替穴８９から露出して
おり、所定の治具を用いて固定部材１５の背面側から制御切替部３６の切り替え操作が可
能となっている。
【００８３】
　図７に示されるパネル本体１０の横方向Ｘの長さをＷ（ｍｍ）、額縁領域部２１の横方
向Ｘの長さをｗ（ｍｍ）、及び図９に示される台座部７３の横方向Ｘの長さをＰ（ｍｍ）
とすると、下記の数式（１）を満たしていることが好ましい。
　　　　　－１０（ｍｍ）＜Ｗ－２ｗ－Ｐ＜１０（ｍｍ）・・・（１）
【００８４】
　すなわち、発光領域部２０と台座部７３の横方向Ｘの長さの差（Ｗ－２ｗ－Ｐ）は、－
１０ｍｍ超過１０ｍｍ未満であることが好ましい。
【００８５】
　装飾部材６は、図１３のように、フレーム部１２０と、装飾部１２１を備えている。
　フレーム部１２０は、図１４のように、正面視したときに中央に開口１２２を有した額
縁状の部材であり、装飾部１２１を固定する部材である。フレーム部１２０は、図１３，
図１４から読み取れるように、複数の係止開口部１２５（１２５ａ～１２５ｈ）と、複数
の挿通孔１２６（１２６ａ～１２６ｄ）を備えている。
【００８６】
　係止開口部１２５は、装飾部１２１の係止爪１４２を挿入可能な開口であり、係止爪１
４２を挿入することで係止爪１４２と係合可能となっている。係止開口部１２５ａ～１２
５ｃは、一方の縦辺１２８に沿って所定の間隔を空けて並設されており、係止開口部１２
５ｄ～１２５ｆは、他方の縦辺１２９に沿って所定の間隔を空けて並設されている。残り
の係止開口部１２５ｇ，１２５ｈは、横辺１３０，１３１にそれぞれ設けられている。
【００８７】
　挿通孔１２６は、図２１に示されるネジ等の締結要素１７２を挿通可能な穴であり、部
材厚方向に貫通した貫通孔である。挿通孔１２６ａ，１２６ｂは、図１４のように、正面
視したときに、係止開口部１２５ｇよりも内側に位置し、横辺１３０に沿って間隔を空け
て設けられている。挿通孔１２６ｃ，１２６ｄは、正面視したときに、係止開口部１２５
ｈよりも内側に位置し、横辺１３１に沿って間隔を空けて設けられている。
【００８８】
　装飾部１２１は、有機ＥＬパネル５の発光面１６を保護しつつ、輝度ムラを抑える部材
であり、図１５のように、正面形成部１４０と、側面形成部１４１を備えている。
　正面形成部１４０は、有機ＥＬモジュール２の正面を形成する四角形状の部位であり、
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背面に係止爪１４２（１４２ａ～１４２ｈ）が設けられている。
　係止爪１４２は、正面形成部１４０の背面から直立した爪であり、装飾部１２１をフレ
ーム部１２０に対して取り付け可能となっている。係止爪１４２ａ～１４２ｃは、フレー
ム部１２０の係止開口部１２５ａ～１２５ｃに対応して設けられており、正面形成部１４
０の縦辺１４３に沿って配されている。係止爪１４２ｄ～１４２ｆは、フレーム部１２０
の係止開口部１２５ｄ～１２５ｆに対応して設けられており、正面形成部１４０の縦辺１
４４に沿って配されている。残りの係止爪１４２ｇ，１４２ｈは、フレーム部１２０の係
止開口部１２５ｇ，１２５ｈに対応して設けられており、正面形成部１４０の横辺１４５
，１４６に沿って配されている。
　側面形成部１４１は、有機ＥＬモジュール２の側面を形成する部位であり、正面形成部
１４０から背面側に向けて立ち上がっている。
【００８９】
　ケーブル部材７は、有機ＥＬパネル５と外部電源、又は有機ＥＬパネル５と他の有機Ｅ
Ｌモジュールの有機ＥＬパネルを電気的に接続するためのケーブルであり、線状の接続部
材である。ケーブル部材７は、図３のように、その長手方向の端部にそれぞれコネクター
部２６０，２６１を備えている。ケーブル部材７は、具体的には、４芯のケーブルであり
、２つの給電線と、２つの信号線を備えている。
【００９０】
　取付ユニット３は、壁面３００の開口部３０１に対して有機ＥＬモジュール２を取り付
ける部材であり、図１６のように、主要構成部材として、ホルダー部材１７０（取付部材
）と、ボックス部材１７１を備えている。
【００９１】
　ホルダー部材１７０は、図１６，図１７のように、ホルダー本体部１８０（取付側本体
部）と、ケーブル用接続穴１８１と、ホルダー側係合部１８２（１８２ａ～１８２ｄ）（
取付側係合部）と、ホルダー側係止片１８３，１８４（取付側係止片）と、ボックス用取
付穴１８５（１８５ａ～１８５ｆ）と、フレーム用締結穴１８６（１８６ａ～１８６ｄ）
を備えている。
【００９２】
　ホルダー本体部１８０は、横方向Ｘの中央に貫通開口たるケーブル用接続穴１８１が設
けられた板状体であり、正面視四角形状となっている。ホルダー本体部１８０は、正面が
平面となっており、実質的に凹凸がなく平滑となっている。
　ケーブル用接続穴１８１は、ケーブル部材７を挿通可能な開口であり、ホルダー部材１
７０の部材厚方向に貫通した貫通孔である。
【００９３】
　ホルダー側係合部１８２は、固定部材１５の隆起側係合部９５と係合可能であって、ホ
ルダー本体部１８０に対して正面側に突出した突出片である。ホルダー側係合部１８２は
、ホルダー本体部１８０から片持ち状に支持されており、ホルダー部材１７０の一部が折
り曲げ加工されて形成されている。ホルダー側係合部１８２は、図１６の拡大図のように
、接続壁部１９０と、立壁部１９１と、係止壁部１９２から構成されている。
【００９４】
　接続壁部１９０は、ホルダー本体部１８０から延伸した壁部であり、立壁部１９１を介
して係止壁部１９２と段状に連続している。
　立壁部１９１は、接続壁部１９０の延伸方向の端部から正面側に向かって折り曲げられ
、接続壁部１９０に対して立ち上がった壁部である。
　係止壁部１９２は、立壁部１９１の立ち上がり方向の端部から横方向Ｘに折り曲げられ
、接続壁部１９０と平行をなす壁部である。係止壁部１９２は、ホルダー本体部１８０と
の間で厚み方向Ｚ（前後方向）に段差をもって接続している。
【００９５】
　ホルダー側係止片１８３，１８４は、固定側係止片９２，９３と係合することで取付ユ
ニット３に対する有機ＥＬモジュール２のスライド方向（縦方向Ｙ）の移動を規制する部
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位である。ホルダー側係止片１８３，１８４は、ホルダー本体部１８０から正面側に向か
って立ち上がった立上片であり、ホルダー本体部１８０に対して直交している。
【００９６】
　ボックス用取付穴１８５は、図１８のように、ホルダー部材１７０を締結要素１７３に
よってボックス部材１７１に取り付けるための取付穴であり、締結要素１７３を挿通可能
な挿通孔である。ボックス用取付穴１８５は、横方向Ｘに延びた長孔であり、ホルダー部
材１７０の部材厚方向に貫通した貫通孔である。
【００９７】
　フレーム用締結穴１８６は、図２１のように、フレーム部１２０を締結要素１７２によ
って取り付けるための取付穴であり、締結要素１７２と締結可能な締結穴である。すなわ
ち、フレーム用締結穴１８６は、内側面がねじ切りされており、締結要素１７２と係合可
能となっている。
【００９８】
　ここで、ホルダー部材１７０の各部位の位置関係について説明する。
　ホルダー部材１７０は、図１７のように、横方向Ｘにおいて、ケーブル用接続穴１８１
が中央に設けられており、ホルダー側係合部１８２ａ，１８２ｂ及びホルダー側係合部１
８２ｃ，１８２ｄがその外側に設けられている。ケーブル用接続穴１８１は、ホルダー側
係合部１８２ｂ，１８２ｄの間に位置している。ホルダー側係合部１８２ａ，１８２ｂと
ホルダー側係合部１８２ｃ，１８２ｄは、有機ＥＬパネル５のスライド方向に対して直交
方向（横方向Ｘ）であって、互いに近接する方向（内側方向）に延びている。具体的には
、ホルダー側係合部１８２ａ，１８２ｂは、背面視右側に向かって延びており、ホルダー
側係合部１８２ｃ，１８２ｄは、背面視左側に向かって延びている。
【００９９】
　ホルダー部材１７０は、縦方向Ｙにおいて、略中央にホルダー側係止片１８３，１８４
が設けられており、ホルダー側係合部１８２ａ，１８２ｂ及びホルダー側係合部１８２ｃ
，１８２ｄがその外側に設けられている。ボックス用取付穴１８５ａ～１８５ｃは、ホル
ダー側係合部１８２ａ，１８２ｃの外側（上方側）に位置しており、フレーム用締結穴１
８６ａ，１８６ｂは、ボックス用取付穴１８５ａ～１８５ｃのさらに外側（上方側）に位
置している。同様にボックス用取付穴１８５ｄ～１８５ｆは、ホルダー側係合部１８２ｂ
，１８２ｄの外側（下方側）に位置しており、フレーム用締結穴１８６ｃ，１８６ｄは、
ボックス用取付穴１８５ｄ～１８５ｆのさらに外側（下方側）に位置している。
【０１００】
　ボックス部材１７１は、スイッチングボックスとして機能し、図１６のように、正面側
に向けて開放した筐体であり、複数のボックス側固定穴２００（２００ａ～２００ｄ）を
備えている。
　ボックス側固定穴２００は、図１８のように、ホルダー部材１７０をネジ等の締結要素
１７３によって取り付けるための取付穴であり、締結要素１７３と締結可能な締結穴であ
る。すなわち、ボックス側固定穴２００は、内側面がねじ切りされており、締結要素１７
３と係合可能となっている。ボックス側固定穴２００ａ，２００ｂは、正面視したときに
、ボックス部材１７１の一方の横辺に沿って並設されており、ボックス側固定穴２００ｃ
，２００ｄは、ボックス部材１７１の他方の横辺に沿って並設されている。
【０１０１】
　続いて、本発明の第１実施形態の照明装置１の組み立て手順に沿って各部材の位置関係
を説明する。
【０１０２】
　まず、あらかじめケーブル部材７のコネクター部２６１をボックス部材１７１の図示し
ないコネクター部に接続し、図１８のように、ボックス部材１７１とホルダー部材１７０
を重ねて壁面３００の開口部３０１に挿入し、締結要素１７３によってホルダー部材１７
０及びボックス部材１７１を壁面３００に縦姿勢で固定する。
【０１０３】
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　このとき、締結要素１７３は、ホルダー部材１７０のボックス用取付穴１８５を挿通し
て、ボックス部材１７１のボックス側固定穴２００と係合し、さらに壁面３００の開口部
３０１内の図示しない締結穴と締結している。ケーブル部材７は、図１９のように、ボッ
クス部材１７１の内部からホルダー部材１７０のケーブル用接続穴１８１を通過して、コ
ネクター部２６０がホルダー部材１７０の外部に露出している。ホルダー部材１７０のホ
ルダー側係合部１８２は、横方向Ｘに延びている。
【０１０４】
　その後、別途工程にて組み立てられた有機ＥＬパネル５の任意の接続用コネクター部３
１（又は接続用コネクター部３２）に、ケーブル用接続穴１８１から露出したケーブル部
材７のコネクター部２６０を差し込んで接続する。そして、有機ＥＬパネル５を発光面１
６の広がり方向にスライド移動させて、ホルダー部材１７０に取り付ける。具体的には、
有機ＥＬパネル５の台座部７３の第１背面側壁部８５をホルダー本体部１８０に接触させ
ながら、有機ＥＬパネル５を縦方向Ｙ下側にスライド移動させて、隆起側係合部９５ａ～
９５ｄをホルダー部材１７０のホルダー側係合部１８２ａ～１８２ｄに係合させる。
【０１０５】
　このとき、図２０（ａ），図２０（ｂ）から読み取れるように、ホルダー側係合部１８
２の係止壁部１９２が隆起側係合部９５によって囲繞された挿入空間９８に挿入されてお
り、有機ＥＬパネル５は、ホルダー側係合部１８２の係止壁部１９２によってホルダー部
材１７０に対する重なり方向（厚み方向Ｚ）及びスライド方向（縦方向Ｙ）の移動が規制
されている。ホルダー側係止片１８３，１８４は、有機ＥＬパネル５の固定側係止片９２
，９３が係合しており、スライド方向の移動が規制されている。ホルダー側係合部１８２
の係止壁部１９２は、図２０（ｃ）のように、スライド溝９０，９１内に位置しており、
第１隆起部８１よりも低い位置（底部側）となっている。すなわち、ホルダー側係合部１
８２は、スライド溝９０，９１の内側壁によって挟まれており、スライド方向に対して直
交方向（横方向Ｘ）の移動が制限されている。
【０１０６】
　続いて、図２１のように、ホルダー部材１７０に対してフレーム部１２０を取り付け、
締結要素１７２によってフレーム部１２０を固定する。
【０１０７】
　このとき、締結要素１７２は、フレーム部１２０の挿通孔１２６を挿通し、ホルダー部
材１７０のフレーム用締結穴１８６と締結している。
【０１０８】
　続いて、図２２のように、フレーム部１２０に対して装飾部１２１を取り付ける。
【０１０９】
　このとき、装飾部１２１の係止爪１４２ａ～１４２ｈ（図１５参照）を取付ユニット３
のフレーム部１２０の係止開口部１２５ａ～１２５ｈに挿入して係合させる。そのため、
装飾部１２１の正面側の移動が規制されている。
【０１１０】
　続いて、本発明の第１実施形態の照明装置１から使用済みの有機ＥＬパネル５を新品の
有機ＥＬパネル５に交換する手順について説明する。
【０１１１】
　装飾部１２１を発光面１６に対して直交する方向（厚み方向）に移動させ、フレーム部
１２０から装飾部１２１を取り外す。その後、使用済み有機ＥＬパネル５を縦方向上方側
にスライド移動させて、隆起側係合部９５ａ～９５ｄとホルダー部材１７０のホルダー側
係合部１８２ａ～１８２ｄの係合状態を解除する。
　続いて、使用済み有機ＥＬパネル５のケーブル部材７のコネクター部２６０を接続され
た接続用コネクター部３１，３２から取り外し、コネクター部２６０を新品の有機ＥＬパ
ネル５の任意の接続用コネクター部３１，３２に接続する。
　そして、新品の有機ＥＬパネル５を発光面１６の広がり方向にスライド移動させて、ホ
ルダー部材１７０に対して取り付け、装飾部１２１を再度フレーム部１２０に取り付ける
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。すなわち、新品の有機ＥＬパネル５を縦方向下側にスライド移動させて、ホルダー部材
１７０に対して取り付け、装飾部１２１を再度フレーム部１２０に取り付ける。
【０１１２】
　第１実施形態の照明装置１によれば、有機ＥＬパネル５を取付ユニット３に対して縦方
向Ｙに相対的にスライド移動させることで着脱可能であるので、壁面３００に固定した状
態で容易に有機ＥＬパネル５の交換ができる。
【０１１３】
　第１実施形態の照明装置１によれば、有機ＥＬパネル５の固定を部材間の係合によって
行っているので、有機ＥＬパネル５を交換する際に、ドライバー等の治具を用意する必要
がなく、有機ＥＬパネルを交換しやすい。
【０１１４】
　第１実施形態の照明装置１によれば、有機ＥＬパネル５の隆起側係合部９５ａ～９５ｄ
が取付ユニット３のホルダー側係合部１８２ａ～１８２ｄの縦方向Ｙ上方側から係合する
ので、重力によって有機ＥＬパネル５が外れにくい。
【０１１５】
　続いて、第２実施形態の照明装置２５０について説明する。なお、第１実施形態の照明
装置と同様の構成については同様の付番を振って説明を省略する。以下、同様とする。
【０１１６】
　第２実施形態の照明装置２５０は、図２３のように、主要構成部材として、有機ＥＬパ
ネル５を実装した有機ＥＬモジュール２５１と、ホルダー部材２５２（取付部材）を備え
ている。
【０１１７】
　ホルダー部材２５２は、図２３のように、ホルダー本体部２５３（取付側係合部）と、
ホルダー側係合部２５５（２５５ａ～２５５ｄ）（取付側係合部）と、ホルダー側係止片
２５６，２５７と、取付孔２５８（２５８ａ～２５８ｄ）を備えている。
【０１１８】
　ホルダー本体部２５３は、貫通孔２７０を有する板状体である。
　貫通孔２７０は、図２４のように、開口形状が略四角形状であって部材厚方向に貫通し
た貫通孔であり、有機ＥＬパネル５の台座部７３を挿着可能な挿通孔である。
【０１１９】
　ホルダー側係合部２５５は、固定部材１５の隆起側係合部９５と係合可能な係合片であ
り、ホルダー本体部２５３に対して正面側に突出した突出片である。ホルダー側係合部２
５５は、ホルダー本体部２５３の貫通孔２７０の開口縁から折り曲げられ、クランク状と
なっている。ホルダー側係合部２５５は、貫通孔２７０の開口縁から片持ち状に支持され
、ホルダー本体部２５３から貫通孔２７０側に向かって張り出した張出片でもある。
　ホルダー側係合部２５５は、第１実施形態のホルダー側係合部１８２と同様、接続壁部
１９０と、立壁部１９１と、係止壁部１９２から構成されており、接続壁部１９０と係止
壁部１９２が立壁部１９１によって段差をもって接続されている。
【０１２０】
　ホルダー側係止片２５６，２５７は、有機ＥＬパネル５の固定部材１５の固定側係止片
９２，９３と係合することで、ホルダー部材２５２に対する有機ＥＬモジュール２５１の
縦方向Ｙの移動を規制する部位である。ホルダー側係止片２５６，２５７は、ホルダー本
体部２５３の開口縁から片持ち状に支持され、ホルダー本体部２５３から貫通孔２７０側
に向かって張り出した張出片でもある。ホルダー側係止片２５６，２５７は、縦方向Ｙに
おいて波状に折れ曲げられており、横方向Ｘに延びるホルダー側凸部２７１，２７２が形
成されている。
　ホルダー側凸部２７１，２７２は、高さ方向において所定の間隔を空けて並設されてお
り、その側壁によってホルダー側凹部２７３を形成している。ホルダー側凹部２７３は、
固定側係止片９２，９３と係合可能な係合凹部である。
　取付孔２５８は、ネジ等の締結要素２６５を挿通可能な挿通孔である。
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【０１２１】
　ここで、ホルダー部材２５２の各部位の位置関係について説明する。
　ホルダー部材２５２は、図２３のように、横方向Ｘにおいて、貫通孔２７０が中央に形
成されており、貫通孔２７０の外側に取付孔２５８ａ，２５８ｂ及び取付孔２５８ｃ，２
５８ｄがそれぞれ配されている。ホルダー側係合部２５５及びホルダー側係止片２５６，
２５７は、それぞれ貫通孔２７０の縁から中央側に向かって延伸している。具体的には、
ホルダー側係合部２５５ａ，２５５ｂとホルダー側係合部２５５ｃ，２５５ｄは、横方向
Ｘであって、互いに近接する方向（内側方向）に延びている。同様に、ホルダー側係止片
２５６とホルダー側係止片２５７は、横方向Ｘであって、互いに近接する方向（内側方向
）に延びている。
【０１２２】
　ホルダー部材２５２は、縦方向Ｙにおいて、ホルダー側係止片２５６，２５７が中央に
設けられており、ホルダー側係合部２５５ａ，２５５ｃ及びホルダー側係合部２５５ｂ，
２５５ｄがホルダー側係止片２５６，２５７の外側に設けられている。ホルダー部材２５
２は、ホルダー側係止片２５６，２５７を基準に上下が対称となっている。すなわち、ホ
ルダー側係合部２５５ａ，２５５ｃとホルダー側係止片２５６，２５７との距離とホルダ
ー側係合部２５５ｂ，２５５ｄとホルダー側係止片２５６，２５７との距離は等しい。
【０１２３】
　続いて、本発明の第２実施形態の照明装置２５０の組み立て手順に沿って各部材の位置
関係を説明する。なお、説明の都合上、あらかじめ壁面３００の内側の図示しないコネク
ター部にケーブル部材７のコネクター部２６１を接続し、壁面３００からケーブル部材７
のコネクター部２６０が露出した状態から説明する。
【０１２４】
　まず、図２５（ａ），図２５（ｂ）から読み取れるように、締結要素２６５を取付孔２
５８ａ～２５８ｄに挿通させ、壁面３００に対してホルダー部材２５２を取り付ける。
【０１２５】
　このとき、ケーブル部材７のコネクター部２６０は、貫通孔２７０を通過し、正面側に
張り出している。
【０１２６】
　次に、有機ＥＬパネル５の台座部７３を貫通孔２７０内に挿入し、貫通孔２７０内に第
２隆起部８２が嵌まった状態で縦方向Ｙ下側にスライド移動させて、隆起側係合部９５ａ
～９５ｄをホルダー側係合部２５５ａ～２５５ｄに係合させる。
【０１２７】
　このとき、図２６のように、ホルダー側係合部２５５の係止壁部１９２が背面側覆部７
０の挿入空間９８に挿入されており、有機ＥＬパネル５はホルダー側係合部２５５の係止
壁部１９２によってホルダー部材２５２に対する重なり方向（厚み方向）及びスライド方
向（縦方向）の移動が規制されている。ホルダー側係止片２５６，２５７は、有機ＥＬパ
ネル５の固定側係止片９２，９３が係合しており、スライド方向（縦方向）の移動が規制
されている。固定側係止片９２，９３は、ホルダー側凹部２７３に嵌まっており、ホルダ
ー側凹部２７３の側壁をなすホルダー側凸部２７１，２７２に挟まっている。そのため、
固定側係止片９２，９３は、ホルダー側凸部２７１，２７２によってスライド方向の移動
が規制されている。ホルダー部材２５２は、正面視したときにホルダー本体部２５３が有
機ＥＬパネル５によって隠れており、締結要素２６５が操作不能となっている。
【０１２８】
　第２実施形態の照明装置２５０によれば、ホルダー部材２５２の貫通孔２７０内に有機
ＥＬパネル５の台座部７３が嵌まるので、有機ＥＬパネル５の壁面３００からの出っ張り
長さを小さくできる。
【０１２９】
　第２実施形態の照明装置２５０によれば、有機ＥＬモジュール２５１を取り付ける際に
ホルダー部材２５２の貫通孔２７０内に第２隆起部８２が嵌まった状態でスライドさせる
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ので、位置合わせが容易である。
【０１３０】
　続いて、本発明の第３実施形態の照明装置２８０について説明する。
【０１３１】
　本発明の第３実施形態の照明装置２８０は、有機ＥＬモジュール２５１と、ホルダー部
材２８１（取付部材）を備えている。
　ホルダー部材２８１は、図２７，図２８のように、第２実施形態のホルダー部材２５２
に比べてホルダー本体部２８２の幅が長く、ホルダー本体部２８２が有機ＥＬモジュール
２５１から張り出している。そして、ホルダー本体部２８２の有機ＥＬモジュール２５１
からの張出部分２８５，２８６に取付孔２５８ａ～２５８ｄが設けられている。
【０１３２】
　第３実施形態の照明装置２８０によれば、有機ＥＬモジュール２５１を正面視したとき
に、ホルダー部材２８１が有機ＥＬモジュール２５１からの張出部分２８５，２８６に取
付孔２５８に設けられているので、照明装置２８０を組み立てた状態で壁面３００に固定
できる。
【０１３３】
　続いて、本発明の第４実施形態の照明装置４００について説明する。
【０１３４】
　本発明の第４実施形態の照明装置４００は、図２９，図３６から読み取れるように、床
面に対して直立した壁面６００に取り付けられるものであり、開口部６０１を備えた壁面
６００ａ（図２９参照）や開口部６０１を備えない壁面６００ｂ（図３６参照）に設置可
能となっている。
【０１３５】
　照明装置４００は、図３０のように、有機ＥＬパネル５と、ホルダー部材４０３と、ケ
ーブル部材７を備えており、ホルダー部材４０３が壁面６００に取り付けられた状態で有
機ＥＬパネル５を相対的にスライド移動させることで有機ＥＬパネル５とホルダー部材４
０３を互いに着脱可能となっている。
　本実施形態の照明装置４００は、ホルダー部材４０３が表裏の両面に対してそれぞれ有
機ＥＬパネル５を取り付けることが可能であり、設置する壁面６００の種類によって有機
ＥＬパネル５の取り付ける面を選択できることを特徴の一つとしている。
【０１３６】
　ホルダー部材４０３は、壁面６００に対して有機ＥＬパネル５を取り付ける取付部材で
あり、表裏の両面に有機ＥＬパネル５を取り付け可能となっている。すなわち、ホルダー
部材４０３は、図３０の正面側（一方の主面側）及び背面側（他方の主面側）の双方に有
機ＥＬパネル５を取り付け可能となっている。
　ホルダー部材４０３は、図３０，図３１から読み取れるように、主要構成部材として、
ホルダー本体部５２０と、第１ホルダー側係合部５２１（５２１ａ～５２１ｄ）（取付側
係合部）と、第２ホルダー側係合部５２２（５２２ａ～５２２ｄ）（取付側係合部）と、
第１ホルダー側係止片５２５（５２５ａ，５２５ｂ）（取付側係止片）と、第２ホルダー
側係止片５２６（５２６ａ，５２６ｂ）（取付側係止片）を備えている。
【０１３７】
　ホルダー本体部５２０は、図３０，図３１から読み取れるように、側面視ハット状の部
材であり、本体部５３０と、第１固定部５３１と、第２固定部５３２を備えている。
　本体部５３０は、貫通孔５３３を有する板状体であって正面視四角形状となっている。
すなわち、本体部５３０は、縦方向Ｙに対向する２つの横辺５４０，５４１（対向する２
辺）と、横方向Ｘに対向する２つの縦辺５４２，５４３を有している。本体部５３０は、
一方の主面たる正面及び他方の主面たる背面がともに平面となっており、実質的に凹凸が
なく平滑となっている。貫通孔５３３は、開口形状が四角形状であって部材厚方向に貫通
した貫通孔であり、図３１，図３７から読み取れるように、有機ＥＬパネル５の台座部７
３を挿着可能な挿通孔である。
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【０１３８】
　第１固定部５３１は、ホルダー本体部５２０を壁面６００に対して固定する部位であり
、ホルダー本体部５２０の脚部を構成している。第１固定部５３１は、図３０のように側
面視「Ｌ」字状をしており、立壁部５３５と、固定壁部５３６から構成されている。
　立壁部５３５は、ホルダー本体部５２０の縦辺５４２に属する端部から折れ曲がって直
立し、ホルダー本体部５２０と固定壁部５３６を段状に接続する接続壁である。
　固定壁部５３６は、立壁部５３５の端部から折れ曲がって直立し、ホルダー本体部５２
０と厚み方向に平行となる板状の壁部である。固定壁部５３６は、ホルダー部材４０３を
壁面６００ａ，６００ｂに取り付けるための取付穴５２７ａ，５２７ｂを備えている。取
付穴５２７ａ，５２７ｂは、部材厚方向に貫通した貫通孔であって、図３３，図３８から
読み取れるようにネジ等の締結要素６０３を挿通可能な挿通孔である。
【０１３９】
　第２固定部５３２は、第１固定部５３１とともに、ホルダー本体部５２０を壁面６００
に固定する部位であり、ホルダー本体部５２０の脚部を構成している。第２固定部５３２
は、図３０のように、立壁部５４５と、固定壁部５４６から構成されている。
　立壁部５４５は、ホルダー本体部５２０の縦辺５４３に属する端部から折れ曲がって直
立し、ホルダー本体部５２０と固定壁部５４６を段状に接続する接続壁である。
　固定壁部５４６は、立壁部５４５の端部から折れ曲がって直立し、ホルダー本体部５２
０と厚み方向に平行となる板状の壁部である。固定壁部５４６は、ホルダー部材４０３を
壁面６００ａ，６００ｂに取り付けるための取付穴５２８ａ，５２８ｂを備えている。取
付穴５２８ａ，５２８ｂは、取付穴５２７ａ，５２７ｂと同様、部材厚方向に貫通した貫
通孔であって、図３３，図３８のようにネジ等の締結要素６０３を挿通可能な挿通孔であ
る。
【０１４０】
　第１ホルダー側係合部５２１は、第２実施形態のホルダー側係合部２５５と同様の部位
であり、固定部材１５の隆起側係合部９５と係合可能な係合片であり、ホルダー本体部５
２０に対して正面側（厚み方向の一方側）に突出した突出片である。
【０１４１】
　第１ホルダー側係合部５２１は、図３０のように、接続壁部５６０と、立壁部５６１と
、係止壁部５６２から構成されており、接続壁部５６０と係止壁部５６２が立壁部５６１
によって段差をもって接続されている。
　接続壁部５６０は、ホルダー本体部５２０の貫通孔５３３の開口縁から延伸した壁部で
あり、立壁部５６１を介して係止壁部５６２と段状に連続している。
　立壁部５６１は、接続壁部５６０の延伸方向（厚み方向）の端部から正面側（一方の主
面側）に向かって折り曲げられ、接続壁部５６０に対して立ち上がった壁部である。
　係止壁部５６２は、立壁部５６１の立ち上がり方向の端部から横方向Ｘに折り曲げられ
、接続壁部５６０と平行をなす壁部である。係止壁部５６２は、ホルダー本体部５２０と
の間で厚み方向Ｚ（前後方向）に段差をもって接続している。
【０１４２】
　第２ホルダー側係合部５２２は、固定部材１５の隆起側係合部９５と係合可能な係合片
であり、ホルダー本体部５２０に対して背面側（厚み方向の他方側）に突出した突出片で
ある。第２ホルダー側係合部５２２は、ホルダー本体部５２０の貫通孔５３３の開口縁か
ら第１ホルダー側係合部５２１とは反対側に向かって折り曲げられ、クランク状となって
いる。すなわち、第２ホルダー側係合部５２２は、貫通孔５３３の開口縁から片持ち状に
支持され、ホルダー本体部５２０から貫通孔５３３の中央側に向かって軒状に張り出した
張出片でもある。
【０１４３】
　第２ホルダー側係合部５２２は、図３０のように、接続壁部５７０と、立壁部５７１と
、係止壁部５７２から構成されており、接続壁部５７０と係止壁部５７２が立壁部５７１
によって段差をもって接続されている。
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　接続壁部５７０は、ホルダー本体部５２０の貫通孔５３３の開口縁から延伸した壁部で
あり、立壁部５７１を介して係止壁部５７２と段状に連続している。
　立壁部５７１は、接続壁部５７０の延伸方向（厚み方向）の端部から背面側（他方の主
面側）に向かって折り曲げられ、接続壁部５７０に対して立ち上がった壁部である。
　係止壁部５７２は、立壁部５７１の立ち上がり方向の端部から横方向Ｘに折り曲げられ
、接続壁部５７０と平行をなす壁部である。係止壁部５７２は、ホルダー本体部５２０と
の間で厚み方向Ｚ（前後方向）に段差をもって接続している。
【０１４４】
　第１ホルダー側係止片５２５ａ，５２５ｂは、第２実施形態のホルダー側係止片２５６
，２５７と同様の部位であり、ホルダー本体部５２０の貫通孔５３３の開口縁から片持ち
状に支持され、ホルダー本体部５２０から貫通孔５３３の中央側に向かって張り出した張
出片でもある。第１ホルダー側係止片５２５ａ，５２５ｂは、縦方向Ｙにおいて波状に折
れ曲げられており、横方向Ｘに延びるホルダー側凸部５８１，５８２が形成されている。
ホルダー側凸部５８１，５８２は、正面側（一方の主面側）に向かって突出した凸部であ
り、高さ方向において所定の間隔を空けて並設されており、その側壁によってホルダー側
凹部５８３を形成している。ホルダー側凹部５８３は、固定側係止片９２，９３と係合可
能な係合凹部である。
【０１４５】
　第２ホルダー側係止片５２６ａ，５２６ｂは、第１ホルダー側係止片５２５ａ，５２５
ｂと対をなし、固定側係止片９２，９３と係合してホルダー部材４０３に対する有機ＥＬ
パネル５のスライド移動方向の移動を規制する部位である。第２ホルダー側係止片５２６
ａ，５２６ｂは、ホルダー本体部５２０の貫通孔５３３の開口縁から片持ち状に支持され
、ホルダー本体部５２０から貫通孔５３３の中央側に向かって張り出した張出片でもある
。第２ホルダー側係止片５２６ａ，５２６ｂは、縦方向Ｙにおいて波状に折れ曲げられて
おり、横方向Ｘに延びるホルダー側凸部５９１，５９２が形成されている。
　ホルダー側凸部５９１，５９２は、背面側（他方の主面側）に向かって突出した凸部で
あり、高さ方向において所定の間隔を空けて並設されており、その側壁によってホルダー
側凹部５９３を形成している。ホルダー側凹部５９３は、固定側係止片９２，９３と係合
可能な係合凹部である。
【０１４６】
　ここで、ホルダー部材４０３の各部位の位置関係について説明する。
　ホルダー部材４０３は、図３２のように、横方向Ｘにおいて、貫通孔５３３がホルダー
本体部５２０の中央に形成されており、貫通孔５３３の外側に取付穴５２７ａ，５２７ｂ
及び取付穴５２８ａ，５２８ｂがそれぞれ配されている。
　ホルダー側係合部５２１，５２２及びホルダー側係止片５２５，５２６は、横方向Ｘに
おいて、それぞれ貫通孔５３３の開口縁の縁から中央側に向かって延伸している。具体的
には、第１ホルダー側係合部５２１ａ，５２１ｂと第１ホルダー側係合部５２１ｃ，５２
１ｄは、横方向Ｘにおいて、正面側で互いに近接する方向（内側方向）に延びており、第
２ホルダー側係合部５２２ａ，５２２ｂと第２ホルダー側係合部５２２ｃ，５２２ｄは、
背面側で互いに近接する方向（内側方向）に延びている。同様に、第１ホルダー側係止片
５２５ａ，５２５ｂは、横方向Ｘにおいて、正面側で互いに近接する方向（内側方向）に
延びており、第２ホルダー側係止片５２６ａ，５２６ｂは、背面側で互いに近接する方向
（内側方向）に延びている。
【０１４７】
　ホルダー部材４０３は、縦方向Ｙにおいて、ホルダー側係止片５２５，５２６が中央に
設けられており、第１ホルダー側係止片５２５ａと第２ホルダー側係止片５２６ａ、第１
ホルダー側係止片５２５ｂと第２ホルダー側係止片５２６ｂがそれぞれ中央で隣接して配
されている。第１ホルダー側係合部５２１ａ～５２１ｄ及び第２ホルダー側係合部５２２
ａ～５２２ｄは、ともに第１ホルダー側係止片５２５ａ，５２５ｂ及び第２ホルダー側係
止片５２６ａ，５２６ｂの外側に設けられており、縦方向Ｙに交互に配されている。
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　具体的には、ホルダー部材４０３は、貫通孔５３３の横方向Ｘの片側の開口縁において
、縦方向Ｙの一方側（上方側）から他方側（下方側）に向けて第１ホルダー側係合部５２
１ａ、第２ホルダー側係合部５２２ａ、第１ホルダー側係止片５２５ａ、第２ホルダー側
係止片５２６ａ、第１ホルダー側係合部５２１ｂ、第２ホルダー側係合部５２２ｂの順に
配されている。ホルダー部材４０３は、同様に貫通孔５３３の横方向Ｘの反対側の開口縁
において、縦方向Ｙの一方側（上方側）から他方側（下方側）に向けて第１ホルダー側係
合部５２１ｃ、第２ホルダー側係合部５２２ｃ、第１ホルダー側係止片５２５ｂ、第２ホ
ルダー側係止片５２６ｂ、第１ホルダー側係合部５２１ｄ、第２ホルダー側係合部５２２
ｄの順に配されている。
【０１４８】
　ホルダー部材４０３は、正面視したときに、縦方向Ｙにおける中心を通る仮想線ｍを基
準として、上下が線対称となっている。つまり、第１ホルダー側係合部５２１ａ，５２１
ｂと第１ホルダー側係止片５２５ａとの距離と第２ホルダー側係合部５２２ａ，５２２ｂ
と第２ホルダー側係止片５２６ａとの距離は等しい。第１ホルダー側係合部５２１ｃ，５
２１ｄと第１ホルダー側係止片５２５ｂとの距離と第２ホルダー側係合部５２２ｃ，５２
２ｄと第２ホルダー側係止片５２６ｂとの距離は等しい。ホルダー部材４０３は、正面視
したときに、横方向Ｘにおける中心を通る仮想線ｎを基準として、左右が線対称となって
いる。
【０１４９】
　続いて、本発明の第４実施形態の照明装置４００の組み立て手順に沿って各部材の位置
関係を説明する。まず、説明の都合上、図２９に示されるような開口部６０１を備えた壁
面６００ａに設置する場合について説明する。
【０１５０】
　図３３（ａ），図３３（ｂ）から読み取れるように、締結要素６０３を取付穴５２７，
５２８の正面側から挿通させて、壁面６００ａの開口部６０１に対してホルダー部材４０
３を取り付ける。
【０１５１】
　このとき、ケーブル部材７のコネクター部２６０は、貫通孔５３３を通過しており、正
面側に張り出している。ホルダー部材４０３の本体部５３０は、開口部６０１の内部で窪
んだ状態となっており、壁面６００ａに対して背面側に入りこんでいる。ホルダー部材４
０３の固定壁部５３６，５４６は、壁面６００ａと面接触している。ホルダー部材４０３
の縦方向の長さは、開口部６０１の縦方向の長さよりも小さくなっている。
【０１５２】
　次に、台座部７３を貫通孔５３３内に挿入し、貫通孔５３３内に第２隆起部８２が嵌ま
った状態で発光面１６の広がり方向の一方向たる縦方向Ｙの下側にスライド移動させて、
第１ホルダー側係合部５２１に隆起側係合部９５を係合させる。
【０１５３】
　このとき、図３４，図３５から読み取れるように、第１ホルダー側係合部５２１の係止
壁部５６２が背面側覆部７０の挿入空間９８に挿入されており、有機ＥＬパネル５は各係
止壁部５６２によってホルダー部材４０３に対する重なり方向（厚み方向）及びスライド
移動方向（縦方向）の移動が規制されている。ホルダー部材４０３の第１ホルダー側係止
片５２５ａ，５２５ｂは、有機ＥＬパネル５の固定側係止片９２，９３が係合しており、
スライド移動方向の移動が規制されている。すなわち、固定側係止片９２，９３は、第１
ホルダー側係止片５２５ａ，５２５ｂのホルダー側凹部５８３に嵌まっており、ホルダー
側凹部５８３の側壁をなすホルダー側凸部５８１，５８２に挟まっている。そのため、固
定側係止片９２（９３）は、ホルダー側凸部５８１，５８２によってスライド移動方向の
移動が規制されている。
　有機ＥＬパネル５の発光面１６側の面は、ホルダー部材４０３の固定壁部５３６，５４
６の正面（壁面６００ａから離れる側の面）と面一となっており、固定壁部５３６，５４
６の正面と同一の仮想平面を形成している。
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　ホルダー部材４０３は、図３１から読み取れるように、正面視したときに本体部５３０
の横辺５４０，５４１が有機ＥＬパネル５と重なって隠れている。すなわち、有機ＥＬパ
ネル５の縦方向の全長は、ホルダー部材４０３の縦方向の全長よりも長く、有機ＥＬパネ
ル５は、縦方向の両端部がホルダー部材４０３の本体部５３０から張り出している。一方
、固定部５３１，５３２の固定壁部５３６，５４６の一部は、有機ＥＬパネル５から露出
しており、締結要素６０３が外部に露出している。すなわち、照明装置４００は、ホルダ
ー部材４０３に有機ＥＬパネル５を取り付けたまま、壁面６００ａから取り外すことが可
能となっている。
【０１５４】
　なお、有機ＥＬパネル５を取り外す際には、有機ＥＬパネル５をホルダー部材４０３に
対して縦方向Ｙの上側にスライド移動させて取り外す。すなわち、有機ＥＬパネル５をホ
ルダー部材４０３に対して取り付け時と逆方向にスライド移動させて、第１ホルダー側係
合部５２１ａ～５２１ｄと隆起側係合部９５ａ～９５ｄの係合状態を解除し、貫通孔５３
３から台座部７３を引き抜いて有機ＥＬパネル５をホルダー部材４０３から取り外す。
【０１５５】
　続いて、図３６のような開口部６０１を備えない壁面６００ｂに設置する場合について
説明する。
【０１５６】
　まず、図３８（ａ），図３８（ｂ）から読み取れるように、締結要素６０３を取付穴５
２７，５２８に挿通させ、壁面６００ｂに対してホルダー部材４０３を取り付ける。
【０１５７】
　このとき、ホルダー部材４０３の本体部５３０は、壁面６００ｂに対して段差をもって
突出した状態となっており、壁面６００ｂに対して平行となっている。
【０１５８】
　次に、台座部７３を貫通孔５３３内に挿入し、貫通孔５３３内に第２隆起部８２が嵌ま
った状態で縦方向Ｙ下側にスライド移動させて、第２ホルダー側係合部５２２に隆起側係
合部９５を係合させる。
【０１５９】
　このとき、図３７，図３９から読み取れるように、第２ホルダー側係合部５２２の係止
壁部５７２が背面側覆部７０の挿入空間９８に挿入されており、有機ＥＬパネル５は各係
止壁部５７２によってホルダー部材４０３に対する重なり方向（厚み方向）及びスライド
移動方向（縦方向）の移動が規制されている。ホルダー部材４０３の第２ホルダー側係止
片５２６ａ，５２６ｂは、有機ＥＬパネル５の固定側係止片９２，９３と係合しており、
スライド移動方向（縦方向）の移動が規制されている。固定側係止片９２，９３は、各ホ
ルダー側凹部５９３に嵌まっており、ホルダー側凹部５９３の側壁をなすホルダー側凸部
５９１，５９２に挟まっている。そのため、固定側係止片９２，９３は、ホルダー側凸部
５９１，５９２によってスライド移動方向の移動が規制されている。
　ホルダー部材４０３は、図３６のように、正面視したときに本体部５３０の横辺５４０
，５４１が有機ＥＬパネル５と重なって隠れている。言い換えると、有機ＥＬパネル５は
、縦方向の両端部がホルダー部材４０３の本体部５３０から張り出している。
　固定部５３１，５３２の固定壁部５３６，５４６の一部又は全部は、有機ＥＬパネル５
から露出しており、締結要素６０３が外部に露出している。すなわち、照明装置４００は
、ホルダー部材４０３に有機ＥＬパネル５を取り付けたまま、壁面６００ｂから取り外す
ことが可能となっている。
【０１６０】
　本実施形態の照明装置４００によれば、有機ＥＬパネル５の隆起側係合部９５をホルダ
ー部材４０３の第１ホルダー側係合部５２１に係合させることで、有機ＥＬパネル５をホ
ルダー部材４０３の本体部５３０の一方の主面側に固定可能である。一方、有機ＥＬパネ
ル５の隆起側係合部９５を第２ホルダー側係合部５２２に係合させることで、有機ＥＬパ
ネル５をホルダー部材４０３の本体部５３０の他方の主面側に固定可能である。すなわち
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、ホルダー部材４０３の表側及び裏側のそれぞれに有機ＥＬパネル５を取り付けが可能で
あり、開口部６０１を備えた壁面６００ａでも開口部６０１がない壁面６００ｂでも有機
ＥＬパネル５の設置が可能である。
【０１６１】
　上記した第１実施形態では、壁面３００の開口部３０１にボックス部材１７１を挿入さ
せて固定していたが本発明はこれに限定されるものでない。第２実施形態の照明装置のよ
うに、締結要素によって壁面３００にホルダー部材１７０を直接固定して有機ＥＬモジュ
ール２を壁面３００に固定してもよい。
【０１６２】
　上記した第１実施形態では、背面視したときにホルダー側係合部１８２ａ～１８２ｄは
横方向内側に向かって延びていたが、本発明はこれに限定されるものではない。図４０の
ように、ホルダー側係合部１８２ａ～１８２ｄは縦方向Ｙに向かって延びていてもよい。
【０１６３】
　上記した実施形態では、台座部７３にコネクター用切り欠き部１０２を設けて接続用コ
ネクター部３１，３２を台座部７３の外部に露出させていたが、本発明はこれに限定され
るものではない。台座部７３にコネクター用貫通孔を設けて接続用コネクター部３１，３
２を台座部７３の外部に露出させてもよい。
【０１６４】
　上記した実施形態では、床面に対して直立した壁の壁面３００に対して照明装置を取り
付けたが、本発明はこれに限定されない。壁面３００は、床を構成する壁面であってもよ
いし、天井を構成する壁面であってもよい。
【０１６５】
　上記した実施形態では、隆起側係合部９５ａ～９５ｄとホルダー側係合部１８２ａ～１
８２ｄを縦方向に係合させて、有機ＥＬパネル５を取付ユニット３に取り付けたが、本発
明はこれに限定されるものではない。隆起側係合部９５ａ～９５ｄとホルダー側係合部１
８２ａ～１８２ｄを横方向に係合させて、有機ＥＬパネル５を取付ユニット３に取り付け
てもよい。
【０１６６】
　上記した第４実施形態では、四角形状の開口部に照明装置４００を取り付けた場合につ
いて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。図４１のように溝部に照明装
置４００を取り付けてもよい。この場合、溝部に沿って複数の照明装置４００を並設する
ことが好ましい。また図４２のように格子状に並べられた桟に照明装置４００を取り付け
てもよい。さらに図４３のように光の照射方向に透光性を有する化粧板６０５を設け、化
粧板６０５に対して照明装置を取り付け、化粧板６０５を介して照明装置を壁面３００ｂ
に取り付けてもよい。この場合、有機ＥＬパネル５から照射される光は、化粧板６０５を
透過して照射されることになる。
【０１６７】
　上記した実施形態は、本発明の技術的範囲に含まれる限り、各実施形態間で各構成部材
を自由に置換や付加することができる。
【符号の説明】
【０１６８】
　　１，２５０，２８０，４００　照明装置
　　５　有機ＥＬパネル
　１０　パネル本体
　１１　回路基板
　１５　固定部材
　１６　発光面
　３１，３２　接続用コネクター部
　３６　制御切替部
　７２，５３０　本体部
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　７３　台座部（隆起部）
　８１　第１隆起部
　８２　第２隆起部
　８９　切替穴（切替用貫通孔）
　９０，９１　スライド溝
　９２，９３　固定側係止片（パネル側係止片）
　９５，９５ａ～９５ｄ　隆起側係合部
１０２　コネクター用切り欠き部
１７０，２５２，２８１，４０３　ホルダー部材（取付部材）
１８０，２５３，２８２，５２０　ホルダー本体部（取付側本体部）
１８２，１８２ａ～１８２ｄ，２５５，２５５ａ～２５５ｄ　ホルダー側係合部（取付側
係合部）
１８３，１８４，２５６，２５７　ホルダー側係止片（取付側係止片）
２７０，５３３　貫通孔
３００，６００，６００ａ，６００ｂ　壁面
５２１ａ～５２１ｄ　第１ホルダー側係合部（取付側係合部）
５２２ａ～５２２ｄ　第２ホルダー側係合部（取付側係合部）
５２５ａ，５２５ｂ　第１ホルダー側係止片（取付側係止片）
５２６ａ，５２６ｂ　第２ホルダー側係止片（取付側係止片）
５３５，５４５　立壁部
５３６，５４６　固定壁部
５４０，５４１　横辺（対向する２辺）

【図１】 【図２】



(28) JP WO2017/187819 A1 2017.11.2

【図３】 【図４】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】
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【図４３】
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